
※地域社会の理解を得ることが必要

※国有林が9割以上を占めるため森林管理署に対して必須

※国定公園について正式要請

※事前に必要となる調査項目等

※費用負担等

※内諾を得るために必要となる
　 調査を先行して実施

※この先の作業は環境省が
　 主体となって実施
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環境省 秋田県 北秋田市 協議会 関係機関 地域住民 

要 請 

意見調

住 民 説 明 会 

事 前 調 整 

要 請 

調 整 

協 議 

協議同意 

作 業 開 始 

※自然環境調査（内諾用） 

調査結果報告 

内 諾 

※自然環境調査（申出用） 

意 見 照 会 

公園指定書及び公園計画書

環境審議会に説明 

申出 

環境省原案 



（区域指定）

＜公園の指定＞環境大臣が審議会の意見を聞き

区域を定めて指定

＜公 園 計 画＞環境大臣が審議会の意見を聞いて

決定

　※国定公園の場合は公園事業の決定と

公園事業の執行は県知事権限である。
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（法令に定められていないものも含む）

環境省 
秋田県 

（自然保護課） 

秋田県 

（土地対策担当部局） 

事前調査 

区域案・公園計画案等の作成 

庁内各部局協議（別記１） 

案の調整 

県自然環境保全審議会へ諮問・答申 

※県立自然公園の指定解除等 

国の地方行政機関に対し 

指定、公園計画の決定、特別地域の 

指定等について事前協議（別記２） 

環境省へ申出 

関係市町村との調整 

土地利用基本計画の 

変更案作成 

関係省庁協議（別記２） 国土庁へ事前協議 

関係省庁へ事前協議 自然環境審議会へ諮問 

国土庁へ協議 

国土利用計画 

地方審議会へ 

関係省庁へ協議 

県知事が定める公園計画を 

県報で告示・縦覧 

官報で告示・縦覧 土地利用基本計画の 

変更告示 

この間内容変更の都度 

 環境庁と調整  

県立自然公園の 

指定解除・公園計画廃止 

国定公園の 

新規指定・公園計画決定 

環境省へ報告 


